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学
研
労
協
は
、
さ
る
６
月
26
日
、
関
東
財
務
局
水
戸
財
務
事
務
所
筑
波
出
張

所
に
お
い
て
「
宿
舎
居
住
環
境
改
善
に
関
す
る
要
求
回
答
交
渉
」
を
行
い
ま
し
た
。

　

以
下
、
交
渉
内
容
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

日　

時
‥
２
０
０
７
年
６
月
26
日
（
火
）
13
‥
00
〜
14
‥
40

Ⅰ
．
要
求
書
手
交
と
所
長
あ
い
さ
つ

・
池
長
議
長
か
ら
、
宇
田
川
所
長
へ
「
宿
舎
居
住
環
境
改
善
に
関
す
る
要
求
書
」

の
正
式
書
類
を
手
交
（
各
単
組
ア
ン
ケ
ー
ト
は
６
月
28
日
に
送
付
し
ま
し
た
）。

・
宇
田
川
所
長
か
ら
あ
い
さ
つ

宿
舎
行
政
に
対
す
る
理
解
と
協
力
に
感
謝
す
る
。
５
月
22
日
に
学
研
労
協
議
長

よ
り
要
求
書
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
従
っ
て
回
答
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、

有
識
者
会
議
か
ら
出
さ
れ
た
「
合
同
宿
舎
の
廃
止
計
画
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
と

と
も
に
６
月
22
日
に
学
研
労
協
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
宿
舎
廃
止
に
つ
い
て
の
質
問
」

に
も
回
答
す
る
。

Ⅱ
．
要
求
書
へ
の
回
答

　

要
求
書
お
よ
び
「
宿
舎
廃
止
に
つ
い
て
の
質
問
」
に
対
し
て
以
下
の
回
答
が
な

さ
れ
た
（
回
答
は
す
べ
て
宇
田
川
所
長
が
行
っ
た
）。

　

１
）
管
理
委
託
契
約
先
が
住
宅
管
理
協
会
か
ら
愛
宕
産
業
に
な
っ
た
と
か
ら
、

　
　
　

宿
舎
管
理
業
務
が
円
滑
に
進
む
よ
う
徹
底
す
る
こ
と
。

　

平
成
19
年
度
か
ら
の
筑
波
合
同
宿
舎
の
管
理
業
務
は
一
般
競
争
入
札
で
愛
宕

産
業
に
決
定
し
た
。
愛
宕
産
業
は
平
成
11
年
か
ら
国
の
管
理
業
務
を
請
け
負
っ

て
お
り
、
全
国
的
な
住
宅
管
理
業
務
（
１
１
６
棟
、
１
１
７
０
０
戸
、
管
理
人

総
数
52
名
）
を
手
掛
け
て
い
る
。
愛
宕
産
業
は
４
月
以
前
か
ら
住
宅
管
理
協
会

と
一
緒
に
実
地
研
修
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
な
維
持
管
理
業
務
を

遂
行
で
き
る
と
思
う
。

２
）
防
犯
・
防
災
の
観
点
か
ら
街
灯
の
増
設
や
樹
木
の
手
入
れ
等
に
つ
い
て
引

き
続
き
関
係
者
と
協
議
し
改
善
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
廃
止
宿
舎
や
居

住
者
不
在
の
一
戸
建
て
世
帯
宿
舎
の
防
犯
管
理
を
一
層
徹
底
す
る
こ
と
。

　

街
灯
の
増
設
な
ど
は
各
自
治
会
の
要
望
を
聴
い
て
予
算
の
範
囲
内
で
実
施
し

て
い
る
。
樹
木
剪
定
の
基
本
は
入
居
者
負
担
だ
が
、
や
む
を
得
な
い
と
判
断
し

た
場
合
に
は
国
の
予
算
で
実
施
し
て
い
る
。
廃
止
宿
舎
等
の
防
犯
管
理
は
管
理

人
の
業
務
の
一
部
で
あ
り
巡
視
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

３
）
廃
止
宿
舎
の
処
分
計
画
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
処
分
に
あ
た
っ

て
は
、
外
部
へ
有
害
物
質
の
飛
散
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
要
な

法
令
に
従
う
よ
う
に
関
係
者
を
指
導
す
る
こ
と
。

　

廃
止
宿
舎
は
３
ヶ
月
間
の
公
示
後
、
一
般
競
争
入
札
で
売
却
さ
れ
る
。
ア
ス

ベ
ス
ト
な
ど
の
有
害
物
質
に
つ
い
て
は
法
律
に
従
い
入
札
時
に
説
明
し
て
お
り
、

売
却
先
が
法
令
な
ど
に
基
づ
き
適
切
に
処
理
を
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

４
）
各
種
事
務
連
絡
は
宿
舎
だ
よ
り
、
各
官
署
の
厚
生
係
、
自
治
会
、
張
り
紙

等
は
も
ち
ろ
ん
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
作
成
し
て
居
住
者
へ
の
周
知
に
努

め
る
こ
と
。
ま
た
、
管
理
事
務
の
窓
口
は
居
住
者
が
利
用
し
や
す
い
曜
日

（
土
、
日
）、
時
間
に
す
る
と
と
も
に
、
Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
各
種
申
請
等
が
で
き

る
よ
う
、
業
務
のIT

化
を
検
討
す
る
こ
と
。

　

居
住
者
へ
の
周
知
は
宿
舎
だ
よ
り
、
自
治
会
へ
の
連
絡
、
張
り
紙
や
各
官
署

を
通
じ
て
行
っ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
全
て
の
人
が
見
ら
れ
る
訳
で
は
な

い
の
で
、
周
知
手
段
と
し
て
は
不
十
分
と
考
え
る
。
愛
宕
産
業
の
管
理
人
の
業

務
は
月
曜
か
ら
金
曜
で
あ
り
、
土
日
は
宿
舎
便
り
等
で
緊
急
連
絡
先
を
案
内
し

て
い
る
。
IT
化
は
業
務
シ
ス
テ
ム
最
適
化
計
画
の
中
で
検
討
し
て
い
る
。

１
）
今
後
の
宿
舎
廃
止
や
宿
舎
運
営
に
関
す
る
長
期
的
な
計
画
や
姿
勢
を
明
確

に
示
す
こ
と
。
宿
舎
の
改
廃
な
ら
び
に
移
管
の
計
画
が
あ
る
場
合
は
、
居

住
者
へ
早
期
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
意
見
を
充
分
に
聞
き
対
応
す
る
こ

と
。
ま
た
、
強
制
移
転
を
伴
う
場
合
に
は
就
学
児
童
の
学
区
等
居
住
者
の

生
活
環
境
に
無
用
な
変
化
が
生
じ
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
さ
ら

に
、
廃
止
に
伴
う
強
制
移
転
に
対
し
て
は
転
居
費
用
を
関
財
が
負
担
す
る

な
ど
、
転
居
者
の
負
担
を
軽
減
で
き
る
よ
う
制
度
を
改
善
す
る
こ
と
。

　

６
月
15
日
に
有
識
者
会
議
よ
り
宿
舎
の
廃
止
等
に
関
す
る
計
画
が
示
さ
れ

た
。
筑
波
地
区
で
は
Ｈ
27
年
ま
で
に
１
６
６
２
戸
（
廃
止
決
定
年
度
：
廃
止
戸

数
、
Ｈ
20
：
４
６
１
戸
、
Ｈ
21
：
３
１
９
戸
、
Ｈ
22
：
２
４
８
戸
、
Ｈ
23
以
降
：

６
３
４
戸
）
の
宿
舎
の
廃
止
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
各
年
度
の
廃
止
予
定
宿

舎
は
当
該
年
度
に
財
務
省
本
局
と
財
務
局
で
協
議
し
、
決
定
さ
れ
る
。
廃
止
が

決
定
し
た
場
合
、
２
〜
３
年
の
退
去
期
間
の
の
ち
廃
止
さ
れ
る
。
合
同
宿
舎
へ

の
転
居
を
希
望
す
る
場
合
は
出
来
る
限
り
要
望
に
沿
っ
て
対
応
し
た
い
。
な
お
、

転
居
費
用
は
国
家
公
務
員
宿
舎
法
（
18
条
１―

５
）
の
退
去
条
件
の
規
定
が
あ

り
、
国
で
負
担
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２
）
法
人
宿
舎
と
合
同
宿
舎
に
法
人
職
員
と
そ
れ
以
外
の
職
員
が
モ
ザ
イ
ク
状

に
居
住
し
て
い
る
現
状
を
考
慮
し
、
居
住
者
が
管
理
の
違
い
に
よ
る
不
利

益
を
被
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
関
係
機
関
に
も
働
き
か
け
調
整
を
行
う
こ

と
。
ま
た
、
そ
の
た
め
の
意
見
交
換
の
場
を
出
張
所
が
呼
び
か
け
て
継
続

的
に
開
催
す
る
こ
と
。

　

合
同
宿
舎
に
住
む
法
人
職
員
に
つ
い
て
は
国
家
公
務
員
と
同
等
の
扱
い
を
し

て
お
り
、
法
人
宿
舎
に
お
い
て
も
同
様
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
関
係
機

関
と
協
議
を
行
い
、
こ
の
状
態
の
解
消
に
努
め
て
い
る
。

１
）
今
年
度
の
筑
波
宿
舎
に
対
す
る
各
修
繕
費
の
予
算
執
行
計
画
を
示
す
と

　
　

と
も
に
実
施
状
況
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
。

　

平
成
19
年
度
の
修
繕
費
は
約
２
億
円
、
そ
の
他
に
施
設
改
修
費
が
約

１
．
管
理
に
関
す
る
事
項

２
．
宿
舎
の
改
廃
、
移
管
に
関
す
る
事
項

出
席
者
‥

　

当
局
側
：
宇
田
川
所
長
、
古
内
管
理
官

　

組
合
側
‥
池
長
議
長
、
角
井
副
議
長
、
戸
田
副
議
長
、
川
鈴
木

事
務
局
長
、
中
保
事
務
局
次
長
、
忠
鉢
常
任
幹
事
、
高

澤
常
任
幹
事
、
根
本
全
建
労
地
理
支
部
書
記
長
、
山
崎

全
農
林
筑
波
地
本
財
政
局
長
、
川
村
全
農
林
筑
波
地
本

教
宣
部
長
、
岡
田
高
エ
ネ
機
構
職
員
組
合
委
員

３
．
修
繕
、
更
新
に
関
す
る
事
項
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3.5
億
円
。
現
在
予
定
し
て
い
る
修
繕
は
、
吾
妻
２
丁
目
７
０
１―

７
０
７

棟
の
電
気
、
外
壁
、
火
災
警
報
器
、
落
下
防
止
ネ
ッ
ト
な
ど
の
修
繕
と
設
置
、

吾
妻
４
丁
目
１
０
５―

１
１
３
棟
の
床
、
火
災
警
報
器
、
屋
内
給
水
装
置
の
改

修
と
設
置
、
吾
妻
１
丁
目
６
０
３―

６
０
４
棟
の
落
下
防
止
ネ
ッ
ト
の
設
置
で

あ
る
。

２
）
老
朽
化
対
策
、
結
露
対
策
等
を
充
分
行
え
る
よ
う
予
算
を
確
保
す
る
と
と

　
　

も
に
計
画
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

　

老
朽
化
対
策
に
つ
い
て
は
緊
急
性
を
考
慮
し
て
順
次
予
算
要
求
を
行
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
昨
今
の
財
政
事
情
で
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
確
保
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
事
を
理
解
し
て
欲
し
い
。

３
）
引
き
続
き
備
品
、
特
に
水
回
り
関
係
の
備
品
の
計
画
的
更
新
を
行
う
こ
と
。

ま
た
、
改
修
工
事
を
行
う
場
合
は
、
居
住
者
に
早
期
に
予
告
し
、
工
事
の

内
容
等
を
充
分
に
説
明
し
実
施
す
る
こ
と
。

　

戸
数
が
多
く
、
計
画
的
に
更
新
で
き
る
予
算
状
況
で
な
い
た
め
、
満
足
で
き

な
い
と
思
う
が
ご
理
解
願
い
た
い
。
緊
急
性
を
考
慮
し
て
実
施
し
て
い
る
。
改

修
工
事
を
実
施
す
る
場
合
は
こ
れ
ま
で
も
事
前
説
明
や
張
り
紙
な
ど
で
通
知
し

て
お
り
、
今
後
も
同
様
に
対
処
し
た
い
。

４
）
個
人
負
担
に
よ
る
修
繕
に
つ
い
て
そ
の
基
準
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、

　
　

負
担
の
軽
減
に
な
る
よ
う
規
則
等
の
緩
和
に
つ
と
め
る
こ
と
。

　

国
家
公
務
員
法
（
17
条
２
項
但
し
書
き
）
に
よ
り
、
軽
微
な
損
傷
は
個
人
負

担
と
な
っ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
緩
和
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

５
）
今
後
と
も
修
繕
の
要
請
等
に
速
や
か
に
対
処
し
、
そ
の
結
果
を
居
住
者
に

　
　

確
実
に
通
知
す
る
こ
と
。

緊
急
性
・
危
険
性
を
考
え
て
予
算
の
範
囲
内
で
出
来
る
限
り
早
急
に
対
応
し
て

い
る
。

１
）
空
き
駐
車
場
の
利
用
や
廃
止
宿
舎
の
用
地
を
有
効
に
活
用
し
、
地
区
を
問

　
　

わ
ず
希
望
者
に
は
２
台
目
の
駐
車
場
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　

筑
波
地
区
全
体
と
し
て
、
全
入
居
戸
数
の
駐
車
場
を
確
保
し
て
い
る
の
で
、

特
段
の
対
策
は
考
え
て
い
な
い
。

２
）
各
種
工
事
施
工
時
の
フ
ェ
ン
ス
等
は
居
住
者
の
通
行
や
来
客
者
・
業
者
の

　
　

車
の
停
車
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
引
き
続
き
配
慮
す
る
こ
と
。

　

工
事
の
際
の
フ
ェ
ン
ス
は
安
全
の
為
な
の
で
理
解
し
て
欲
し
い
。
設
置
に
際

し
て
は
居
住
者
と
十
分
協
議
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
違
法
駐
車
防
止

用
の
木
柵
等
も
生
活
に
支
障
が
無
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
支
障
が
出
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
れ
ば
個
別
に
相
談
し
て
欲
し
い
。

１
）
退
去
時
の
査
定
に
は
経
年
変
化
を
十
分
考
慮
し
、
退
去
者
の
費
用
負
担
が

　
　

法
外
な
も
の
に
な
ら
ぬ
よ
う
そ
の
軽
減
に
今
後
と
も
努
め
る
こ
と
。

　

退
去
時
の
負
担
額
は
居
住
年
数
や
家
族
構
成
な
ど
に
影
響
を
受
け
る
と
思
う

が
、
負
担
を
軽
減
す
る
為
に
も
極
力
丁
寧
に
使
っ
て
欲
し
い
。

２
）
査
定
者
（
管
理
人
）
ご
と
に
査
定
結
果
に
不
公
平
が
生
じ
な
い
よ
う
、
査

　
　

定
方
法
の
統
一
、周
知
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、そ
の
た
め
に
も
査
定
者
（
管

　
　

理
人
）
の
資
質
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

　

原
状
回
復
基
準
に
つ
い
て
は
平
成
15
年
６
月
に
基
準
の
明
確
化
が
行
わ
れ
、

点
検
カ
ー
ド
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
確
認
し
て
い
る
。
今
後
も
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
が
生
じ
な
い
よ
う
管
理
人
の
研
修
指
導
を
お
こ
な
っ
て
い
き
た
い
。

３
）
ポ
ス
ド
ク
や
非
常
勤
職
員
な
ど
も
入
居
で
き
る
よ
う
入
居
基
準
を
緩
和
す

　
　

る
こ
と
。

　

入
居
基
準
は
各
関
係
省
庁
と
財
務
省
の
折
衝
で
決
ま
る
た
め
、
宿
舎
貸
与
は

可
能
で
あ
る
。
上
部
省
庁
に
申
し
入
れ
て
欲
し
い
。
国
家
公
務
員
宿
舎
法
に
該

当
す
る
か
は
、
各
関
係
省
庁
が
判
断
し
て
い
る
と
の
認
識
で
あ
る
。

１
）
宿
舎
費
お
よ
び
駐
車
場
使
用
料
の
大
幅
な
引
き
上
げ
を
伴
う
算
定
基
準
の

　
　

改
定
を
行
わ
な
い
こ
と
。

　

宿
舎
費
に
つ
い
て
は
国
家
公
務
員
法
（
15
条
）
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
回
答

で
き
る
立
場
に
無
い
。

１
）
宿
舎
環
境
の
変
更
を
伴
う
こ
と
は
、
住
民
と
話
し
合
う
場
を
設
け
る
こ
と
。

　

宿
舎
だ
よ
り
で
周
知
し
て
い
る
し
、
自
治
会
か
ら
の
要
望
も
受
け
付
け
て
い

る
。
今
後
も
同
様
に
対
応
し
た
い
。

「
宿
舎
廃
止
に
つ
い
て
の
質
問
」

１
）
廃
止
予
定
宿
舎
入
居
者
分
に
相
当
す
る
代
替
の
宿
舎
は
用
意
で
き
る
の
か
。

　

宿
舎
は
今
年
６
月
末
で
４
７
５
８
戸
あ
り
、
こ
の
う
ち
の
20
％
に
あ
た
る

９
４
０
戸
が
空
室
で
あ
る
。
前
回
の
宿
舎
廃
止
時
の
動
向
を
参
考
に
し
た
見
積

も
り
（
宿
舎
替
え
を
希
望
し
た
の
は
６
割
等
）
か
ら
、
大
枠
と
し
て
は
大
丈
夫

だ
と
考
え
て
い
る
。

２
）
子
供
の
学
区
や
生
活
上
の
変
化
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
の
か
。

　

要
望
を
出
し
て
も
ら
い
、
出
来
る
だ
け
希
望
に
沿
い
た
い
。

３
）
Ｈ
20
の
廃
止
計
画
決
定
は
い
つ
に
な
る
の
か

　

Ｈ
20
年
度
の
出
来
る
だ
け
早
い
時
期
に
行
い
た
い
。

４
）
今
後
、
廃
止
宿
舎
に
関
す
る
要
求
を
行
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
対
応
を
お

　
　

願
い
し
た
い
。

　

労
研
労
協
や
自
治
会
等
か
ら
連
絡
が
あ
れ
ば
対
応
し
た
い
。

〈
質
疑
応
答
〉

Ｑ
．
利
便
性
を
考
慮
し
関
財
か
ら
の
事
務
連
絡
を
HP
に
掲
載
し
て
欲
し
い
。

A. 

筑
波
出
張
所
の
HP
に
お
知
ら
せ
や
管
理
人
名
な
ど
記
載
す
る
こ
と
を
検
討
し

た
い
。
少
し
猶
予
を
欲
し
い
。

Q
．
廃
止
宿
舎
は
確
定
な
の
か
。
今
後
増
減
す
る
こ
と
は
あ
る
の
か
。

A
．
廃
止
戸
数
１
６
６
２
は
上
限
だ
と
考
え
て
い
る
。
需
給
を
勘
案
し
な
が
ら
実

際
の
廃
止
戸
数
を
提
案
し
て
い
く
。
関
財
と
し
て
は
、
６
月
28
日
に
宿
舎
廃
止
の

件
で
関
係
機
関
に
説
明
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

Q
．
廃
止
宿
舎
の
原
状
回
復
は
い
つ
の
時
点
か
ら
免
除
さ
れ
る
の
か
。

A
．
廃
止
手
続
き
の
決
定
が
な
さ
れ
た
時
点
か
ら
で
あ
る
。

Q
．
廃
止
宿
舎
へ
の
入
居
の
中
止
は
い
つ
か
ら
か
。

A
．
Ｈ
20
年
廃
止
手
続
き
の
宿
舎
は
既
に
入
居
調
整
を
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
を
承
知
で
入
居
を
希
望
す
る
場
合
は
認
め
る
こ
と
も
あ
る
。

Q
．
吾
妻
３
丁
目
の
宿
舎
は
Ｈ
16
年
に
床
の
改
修
を
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ

　
　

を
廃
止
す
る
の
は
無
駄
遣
い
で
は
な
い
の
か
。

A
．
改
修
後
５
年
程
度
は
廃
止
等
し
な
い
の
が
慣
習
だ
が
、
実
際
に
宿
舎
を
廃
止

す
る
時
点
で
は
そ
れ
を
過
ぎ
て
い
る
の
で
問
題
が
な
い
。

Q
．
廃
止
予
定
宿
舎
に
は
筑
波
大
や
高
エ
ネ
研
の
職
員
が
住
居
し
て
い
る
が
、
扱

　
　

い
は
ど
う
な
る
の
か
。

A
．
宿
舎
廃
止
に
伴
う
退
去
な
の
で
、
出
資
先
（
筑
波
大
や
高
エ
ネ
研
）
で
吸
収

し
き
れ
な
い
分
や
学
校
な
ど
の
事
情
で
移
れ
な
い
方
が
な
い
よ
う
に
対
応
す
る
。

Q
．
廃
止
予
定
と
な
っ
た
宿
舎
の
基
準
を
示
し
て
欲
し
い
。

A
．「
容
積
率
に
対
す
る
利
用
率
が
５
割
に
満
た
な
い
宿
舎
」「
小
規
模
１
０
０
０

㎡
未
満
の
宿
舎
」「
老
朽
化
の
激
し
い
宿
舎
」「
都
市
再
生
が
想
定
さ
れ
る
土
地
に

あ
る
宿
舎
」
で
あ
る
。

Q
．
宿
舎
廃
止
に
よ
る
居
住
者
の
減
少
に
よ
り
自
治
会
費
や
共
益
費
な
ど
が
不
足

　
　

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
補
助
等
の
対
応
は
取
れ
な
い
か
。

A
．
直
接
は
関
与
し
て
お
ら
ず
、
補
助
は
出
来
な
い
。

Q
．
ポ
ス
ド
ク
の
入
居
や
再
任
用
職
員
で
ハ
ー
フ
タ
イ
ム
雇
用
の
場
合
の
入
居
は

　
　

可
能
な
の
か
。

A
．
入
居
基
準
は
各
省
庁
と
財
務
省
の
折
衝
で
決
ま
る
。
協
議
し
て
Ｏ
Ｋ
と
い
う

判
断
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
入
居
は
問
題
な
い
。
国
土
地
理
院
で
あ
れ
ば
国

土
交
通
省
と
財
務
省
で
話
し
合
っ
て
く
れ
れ
ば
良
い
と
思
う
。

４
．
設
備
に
関
す
る
事
項

５
．
入
退
去
に
関
す
る
事
項

６
．
宿
舎
費
等
に
関
す
る
事
項

７
．
そ
の
他


